
議案第９号

杉並区立郷土博物館条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和５年２月９日

提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区立郷土博物館条例の一部を改正する条例

杉並区立郷土博物館条例（昭和６３年杉並区条例第２２号）の一部を次のように

改正する。

第２条中第８号を第１０号とし、第７号を第９号とし、第６号を第７号とし、同

号の次に次の１号を加える。

(８) 学芸員その他の郷土博物館の事業に従事する人材の養成及び研修を行うこ

と。

第２条中第５号を第６号とし、第２号から第４号までを１号ずつ繰り下げ、第１

号の次に次の１号を加える。

(２) 資料に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて

は認識することができない方式で作られた記録をいう。）を作成し、公開する

こと。

第６条第１項中「第２０条第１項」を「第２３条第１項」に改める。

附 則

この条例は、令和５年４月１日から施行する。

（提案理由）

博物館法の一部が改正されたことに伴い、郷土博物館の事業に係る規定を改める

等の必要がある。



杉並区立郷土博物館条例の一部を改正する条例新旧対照表

新 条 例 旧 条 例

（事業） （事業）

第２条 郷土博物館は、前条の目的を達 第２条 郷土博物館は、前条の目的を達

成するため、次に掲げる事業を行う。 成するため、次に掲げる事業を行う。

(１) 略 (１) 略

(２) 資料に係る電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚に

よつては認識することができない方

式で作られた記録をいう。）を作成

し、公開すること。

(３) 略 (２) 略

(４) 略 (３) 略

(５) 略 (４) 略

(６) 略 (５) 略

(７) 略 (６) 略

(８) 学芸員その他の郷土博物館の事

業に従事する人材の養成及び研修を

行うこと。

(９) 略 (７) 略

(１０) 略 (８) 略

（協議会） （協議会）

第６条 法第２３条第１項の規定に基づ 第６条 法第２０条第１項の規定に基づ

き、郷土博物館に杉並区立郷土博物館 き、郷土博物館に杉並区立郷土博物館

運営協議会（以下「協議会」とい 運営協議会（以下「協議会」とい

う。）を置く。 う。）を置く。

２～４ 略 ２～４ 略

資 料


